
                                        

 
畜産安全対策事業の運用について  

 

制  定 平成２０年 ４月２２日 １９消安第１５１２４号  
一部改正 平成２１年 ４月 １日 ２０消安第１２８７９号  

一部改正  平成２２年 ４月 １日 ２１消安第１４３８９号  

一部改正  平成２３年 ４月 １日 ２２消安第１００５１号  

一部改正  平成２５年 ５月１６日 ２４消安第 ６３０４号  

一部改正 平成２６年 ３月２４日 ２５消安第 ６０７３号  

一部改正  平成２７年 ４月 ９日 ２６消安第 ６６２５号  

一部改正  平成２８年 ４月 １日 ２７消安第 ６２７３号  

一部改正  平成３０年 ３月２９日 ２９消安第 ６５１５号  

一部改正 平成３１年 ３月２７日 ３０消安第 ６０１１号  

一部改正 令和 ２年 ３月３１日  元消安第 ５７６６号  
一部改正 令和 ３年 ４月 １日  ２消安第 ６３９８号  
一部改正 令和 ４年 ５月１２日  ４消安第  ６９３号  
一部改正 令和 ４年１２月 ９日  ４消安第 ４６２６号  
一部改正 令和 ５年 ３月３０日  ４消安第 ６８７２号  
一部改正 令和 ５年１１月２９日  ５消安第 ４２８４号  

一部改正 令和 ６年 ３月２９日  ５消安第 ６３６２号  
一部改正 令和 ６年１２月１７日  ６消安第 ４７３４号  
一部改正 令和 ７年 ３月３１日  ６消安第 ６０６５号  
一部改正 令和 ７年１２月１６日  ７消安第 ４９５５号  
一部改正 令和 ８年 ４月 ７日  ７消安第 ６３９８号  

 

第１ 本運用通知の対象となる事業の種類  

本運用通知の対象となる事業の種類は、動植物防疫対策事業実施要領（平

成２８年３月２９日付け２７消安第６１８４号農林水産事務次官依命通知。

以下「要領」という。）の別表の事業の種類の欄のⅠに掲げる事業とする。 
 

第２ 目標に対する取組  

本事業は、事業実施主体の自主的な取組を支援し、要領第２の（１）に掲

げる事項に係る目標の達成を図るものとする。  
 

第３ 共通事項関係  

１ 事業実施計画の提出  

 要領第４の１の事業実施計画は、事業実施主体及び事業の種類ごとに別記



                                        

様式第１号に準じて作成するものとする。  
 

２ 事業の着手  
要領第４の２の事業の着手は、別記様式第２号によりその理由を具体的に

明記した交付決定前着手届を作成し、消費・安全局長に提出するものとする。 
 

第４ 個別事業関係  

１ 獣医療提供体制整備推進総合対策事業  

事業実施主体は、獣医師の育成・確保を支援するため、次の事業を行うも

のとする。  

（１）獣医師養成確保修学資金給付事業  

ア 将来、産業動物診療又は都道府県の家畜防疫員への就業を志す高校生

等に対し、獣医系大学が設定する地域枠入学試験合格後、大学入学前に

大学へ納付する費用を上限とする修学資金及び大学入学後、月額１８万

円（国公立大学は月額１０万円）を上限とする修学資金を給付するとと

もに、修学資金の給付を受けた学生に対する就業状況の調査を行う。  
（獣医師免許を取得後、給付月額が５万円以下の場合は給付期間の４分

の５の期間（最大７年６か月間）、５万円を超え１２万円以下の場合は

給付期間の２分の３の期間（最大９年間）、１２万円を超える場合は給

付期間の３分の５の期間（最大１０年間）を合算した期間、事前に取り

決めた就業先で獣医師として従事しない場合、修学資金の返還を求め

る。）  

イ 将来、産業動物診療又は都道府県の家畜防疫員への就業を志す獣医学

生に対し、月額１８万円（国公立大学は月額１０万円）を上限とする修

学資金を給付するとともに、修学資金の給付を受けた学生に対する就業

状況の調査を行う。 

（獣医師免許を取得後、給付月額が５万円以下の場合は給付期間の４分

の５の期間（最大７年６か月間）、５万円を超え１２万円以下の場合は

給付期間の２分の３の期間（最大９年間）、１２万円を超える場合は給

付期間の３分の５の期間（最大１０年間）を合算した期間、事前に取り

決めた就業先で獣医師として従事しない場合、修学資金の返還を求め

る。）  

（２）臨床実習等支援事業  
獣医師の育成・確保を推進するための検討会を開催するとともに、獣医

学を専攻する学生を対象に、産業動物診療の現場における臨床実習、行政

実習、畜種別疾病講習会、産業動物分野への理解醸成のための講習会等を

実施する。  



                                        

 （３）地域獣医療体制整備等支援事業  
ア 未来の産業動物獣医師育成支援  

小中高生や獣医学生等を対象とした産業動物獣医師の魅力を発信する

取組や、女性獣医師等の職場復帰・再就職を支援するための研修、他分

野から産業動物分野への転職を促す取組等の実施による産業動物獣医師

の育成を支援する。  
イ 地域獣医療提供体制整備支援  

獣医療提供体制の整備に向けて、デジタル技術を活用した遠隔診療の

普及推進、地域ニーズに沿った研修等の地域の獣医師を有効に活用した

獣医療提供体制の整備に関する優良な取組を支援する。  
ウ 獣医師需給等調査支援  

獣医師の転職状況など獣医師の需給を把握するために必要な情報に関

する調査を支援する。  
（４）産業動物遠隔診療緊急推進事業  

産業動物に対し、効率的な診療を行うことが困難な地域において、遠隔診療

を活用した高度な獣医療提供体制を整備する取組を支援する。 
 

２ 事業の委託  

事業実施主体は、この事業の一部を他の民間団体又は地方公共団体に委託

して行うことができるものとする。この場合において事業実施主体は、委託

先と実施に関する契約を締結し、消費・安全局長に届けなければならない。 
 

３ その他  

（１）食品安全・消費者信頼確保対策事業費補助金等交付要綱（平成２８年３

月２９日付け２７消安第６１７６号農林水産事務次官依命通知。以下「要

綱」という。）別表１の事業のうち、補助対象とする経費の範囲及び補

助率は、別表１のとおりとする。なお、補助対象経費の内容について、

別表１の（１）の事業については別表２、（２）の事業については別表

３、（３）の事業については別表４、（４）の事業については別表５の

とおりとする。  

（２）地域獣医療体制整備支援のうち産業動物遠隔診療普及及び地域獣医療提

供体制整備研修並びに産業動物遠隔診療緊急推進事業の実施に当たって

は、事業実施主体は別紙の事項に留意の上、事業を実施するものとする。 

（３）事業の実施に要する人件費の算定に当たっては、「補助事業等の実施に

要する人件費の算定等の適正化について」（平成２２年９月２７日付け

２２経第９６０号大臣官房経理課長通知）及び「委託事業における人件

費の算定等の適正化について」（平成２２年９月２７日付け２２経第９



                                        

６１号大臣官房経理課長通知）に基づき適切に算定するものとする。  

（４）畜産安全対策事業の実施につき必要な事項は、この通知に定めるものの

ほか、消費・安全局長が別に定めるものとする。  
 
   附 則  

 この改正は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、平成３０年度事業の

申請に係る手続については、この改正の施行前においても、改正後の様式により

行うことができる。  
   
   附 則  
 この改正は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、平成３１年度事業の

申請に係る手続については、この改正の施行前においても、改正後の様式により

行うことができる。  
 

附 則  

 この改正は、令和２年４月１日から施行する。ただし、令和２年度事業の申請

に係る手続については、この改正の施行前においても、改正後の様式により行う

ことができる。  
 
   附 則  

この改正は、令和３年４月１日から施行する。ただし、令和３年度事業の申請

に係る手続については、この改正の施行前においても、改正後の様式により行う

ことができる。  

 
附 則  

この改正は、令和４年５月１２日から施行する。ただし、令和４年度事業の申

請に係る手続については、この改正の施行前においても、改正後の様式により行

うことができる。  
 

附 則  

この改正は、令和４年１２月９日から施行する。ただし、産業動物遠隔診療推

進事業の申請に係る手続については、この改正の施行前においても、改正後の様

式により行うことができる。 

 

附 則  

この改正は、令和５年３月３０日から施行する。ただし、令和５年度事業の申

請に係る手続については、この改正の施行前においても、改正後の様式により行



                                        

うことができる。 

 

   附 則 

この改正は、令和５年１１月２９日から施行する。ただし、産業動物遠隔診療

推進事業の申請に係る手続については、この改正の施行前においても、改正後の

様式により行うことができる。 

  

 附 則 

この改正は、令和６年３月２９日から施行する。ただし、令和６年度事業の申

請に係る手続については、この改正の施行前においても、改正後の様式により行

うことができる。 

 

   附 則 

 この改正は、令和６年１２月１７日から施行する。ただし、産業動物遠隔診療

推進事業の申請に係る手続きについては、この改正の施行前においても、改正後

の様式により行うことができる。 

 

   附 則 

この改正は、令和７年３月３１日から施行する。ただし、令和７年度事業の申

請に係る手続きについては、この改正の施行前においても、改正後の様式により

行うことができる。 

 

   附 則 

 この改正は、令和７年１２月１６日から施行する。ただし、産業動物遠隔診療

緊急推進事業の申請に係る手続きについては、この改正の施行前においても、改

正後の様式により行うことができる。 

 

   附 則 

１ この通知は、令和８年４月７日から施行する。  
２ この通知の改正前の通知に基づいて実施している事業については、なお従前

の例による。  
 



                                        
（別表１） 

 

対象事業 

 

補助対象経費 

 

補助率 
 

（１）獣医師養成確

保修学資金給付

事業 

 

○高校生等に対して給付する修学に要する経費 

 

・修学資金（入学時学納金） 

（入学金、授業料（１年次前期分）、実習費等） 

 

1/2 

以内 

 

○獣医学生に対して給付する修学に要する経費 

 

・修学資金（国公立大学生）：10 万円以内 

・修学資金（私立大学生） ：18 万円以内 

 

○高校生等・獣医学生、共同負担者、獣医系大学等関係者

に対して、修学資金事業の普及、連絡調整・指導等（修

学資金の給付を受けた学生に対する就業状況調査

のための連絡調整等を含む。）に要する経費（第４

の１（１）アの事業を実施する場合） 

 

選考委員謝金、選考委員旅費、人件費、賃金、旅費、

貸借料、施設借料、通信運搬費、資料印刷費、普及活

動費、消耗品費その他本事業に必要な経費 

 

定額 

 

○獣医学生、共同負担者、獣医系大学等関係者に対して、

修学資金事業の普及、連絡調整・指導等（修学資金の

給付を受けた学生に対する就業状況調査のための

連絡調整等を含む。）に要する経費（第４の１（１）

イの事業を実施する場合） 

 

選考委員謝金、選考委員旅費、人件費、賃金、旅費、

貸借料、施設借料、通信運搬費、資料印刷費、普及活

動費、消耗品費その他本事業に必要な経費 

 

定額 



                                        

 

（２）臨床実習等

支援事業 

 

○獣医学生を対象とした産業動物の臨床実習、都道府県の

家畜衛生行政実習の実施に要する経費 

 

講師謝金、講師旅費、賃借料、施設借料、通信運搬費、

資料印刷費、学生宿泊費、学生旅費、委託費、プロ

グラム実施費 

 

定額 

 

○獣医学生を対象とした畜種別疾病の講習会や産業動

物分野への理解醸成のための講習会の開催に要する経

費 

 

講師謝金、講師旅費、賃借料、施設借料、通信運搬費、

資料印刷費、プログラム実施費 

 

○事業実施を推進するための検討会、事務等に要する経費 

 

（検討会） 

委員謝金、委員旅費、資料印刷費 

（事務等） 

人件費、賃金、旅費、通信運搬費、消耗品費その他本

事業に必要な経費 

 

（３）地域獣医療

体制整備等支

援事業 

ア  未来の産業

動物獣医師育

成支援 

 

〇小中高生や獣医学生等を対象とした産業動物獣医

師の魅力を発信する取組、女性獣医師等が職場復

帰・再就職を図るための研修、雇用者への理解醸

成等の職場環境の整備及び他分野から産業動物分

野への転職を促す取組等の実施に要する経費 

 

（小中高生及び獣医学生等向けセミナー） 

講師謝金、講師旅費、賃借料、施設借料、通信運搬

費、資料印刷費 

（女性獣医師等就業支援研修） 

e-ラーニング教材作成費 

（復職及び転職支援研修・職場環境整備） 

指導獣医師謝金、指導獣医師旅費、講師謝金、講師

旅費、賃借料、施設借料、通信運搬費、資料印刷費、

プログラム実施費 

 

定額 



                                        

（他分野から産業動物分野への転職支援研修） 

指導獣医師謝金、指導獣医師旅費、賃借料、施設借

料、資料印刷費、プログラム実施費 

 

〇事業実施を推進するための検討会、事務等に要する経費 

 

（検討会） 

委員謝金、委員旅費、資料印刷費 

（事務等） 

人件費、賃金、旅費、通信運搬費、消耗品費その他本

事業に必要な経費 

 

イ 地域獣医療提

供体制整備支

援 

 

〇産業動物獣医療における遠隔診療の普及推進、小

動物獣医療提供体制の整備に必要な情報収集及び

地域の特性等を踏まえた産業動物獣医療提供体制

の整備を図るための研修の実施に要する経費 

 

（産業動物遠隔診療普及推進） 

指導獣医師謝金、指導獣医師旅費、資料印刷費、e-

ラーニング教材作成費、遠隔診療を行うための機器

購入費、プログラム実施費 

（小動物獣医療関連情報収集） 

通信運搬費、資料印刷費、e-ラーニング教材作成費、

プログラム実施費 

（地域獣医療提供体制整備研修） 

講師謝金、講師旅費、賃借料、施設借料、資料印刷

費、e-ラーニング教材作成費、プログラム実施費 

 

定額 

  

○事業実施を推進するための検討会、事務等に要す

る経費 

 

（検討会） 

委員謝金、委員旅費、資料印刷費 

（事務等） 

人件費、賃金、旅費、通信運搬費、消耗品費その他

本事業に必要な経費 

 



                                        

 

ウ 獣医師需給等

調査支援 

 

○獣医師の転職状況など獣医師の需給を把握する

ために必要な情報に関する調査に要する経費 

 

（検討会） 

委員謝金、委員旅費、人件費、賃金、旅費、賃借料、

資料印刷費 

（調査実施費） 

人件費、賃金、旅費、通信運搬費、資料印刷費、消

耗品費その他本事業に必要な経費 

 

定額 

 

（４）産業動物遠隔

診療緊急推進事

業 

 

 

〇産業動物に対し、効率的な診療を行うことが困難な地域

において、遠隔診療を活用した高度な獣医療提供体制の

整備を図るために要する経費 

 

指導員謝金、指導員旅費、賃借料、施設借料、通信

運搬費、資料印刷費、遠隔診療を行うための高度診

療機器購入費、プログラム実施費 

 

定額 

  

〇事業実施を推進するための検討会、事務等に要する経費 

 

（検討会） 

委員謝金、委員旅費、技術指導費、現地指導旅費、資料

印刷費 

（事務等） 

人件費、賃金、旅費、通信運搬費、消耗品費その他本

事業に必要な経費 

 

 

 



                                        
（別表２） 

 

獣医師養成確保修学資金給付事業の補助対象経費の内容について 

 

経費区分 内容 

高校生

等及び

獣医学

生に対

して給

付する

経費 

修学資金（入学時学

納金） 

本事業の給付対象者である産業動物獣医師を志す高校

生等に対して給付される大学入学前に大学へ納付する

経費 

修学資金（国公立大

学生・私立大学生） 

本事業の給付対象者である産業動物獣医師を志す獣医

学生に対して給付される経費 

連絡調

整・指導

等費 

選考委員謝金 本事業に係る選定委員会において選考委員を務めた者

に対する  謝礼に要する経費 

（注）単価の算定に当たっては、実施主体の内部規定に

よるものとする。選考委員旅費において同じ。 

選考委員旅費 選考委員が本事業に係る選定委員会への出席、打合せ

等を行うための旅費 

人件費 職員等が給付者面談、獣医系大学等説明会及び就業確認

に従事するために支払う実働に応じた対価及び技術指

導員に支払う実働に応じた対価 

賃金 

 

本事業に係る資料収集・整理、各種集計等の事務を補佐

するために臨時的に雇用した者に対して支払う実働に

応じた対価（日給又は時間給） 

旅費 本事業に係る会議、説明会等への出席、打合せ等を行う

ための旅費（実施主体の職員についてのものに限る。） 

賃借料 PC等事務機器リース料、サーバー使用料等の経費 

施設借料 本事業に係る会議、説明会等を開催する施設の借料 

通信運搬費 本事業に係る郵便料、運送料、電話料及びデータ通信料

並びに修学資金給付のための振込手数料 

資料印刷費 本事業に係る各種チラシ等の会議の資料及び報告書の

作成等に要する経費 

普及活動費 本事業に係る HP作成等の周知に要する経費 

消耗品費その他本事

業に必要な経費 

本事業に係る各種事務用品（コピー用紙、封筒、ファイ

ル、筆記用具等）の購入に要する経費、その他本事業を

実施する上で直接必要となる経費 

 



                                        
（別表３） 

 

臨床実習等支援事業の補助対象経費の内容について  
 

経費区分 内容 

獣医学生を

対象とした

産業動物の

臨床実習、

都道府県の

家畜衛生行

政実習の実

施に要する

経費及び獣

医学生を対

象とした畜

種別疾病の

講習会や産

業動物分野

への理解醸

成のための

講習会の開

催に要する

経費 

講師謝金 本事業に係る講習会において講師を務めた者に対する

謝礼に要する費用  
（注）単価の算定に当たっては、実施主体の内部規定によ

るものとする。講師旅費において同じ。 

講師旅費 講師が本事業に係る講習会等への出席、打合せ等を行

うための旅費 

賃借料 PC 等事務機器リース料、サーバー使用料等の経費 

施設借料 本事業に係る研修会等を開催する施設の借料 

通信運搬費 本事業に係る郵便料、運送料、電話料、振込手数料及びデ

ータ通信料 

資料印刷費 本事業に係る実習・講習会の資料の作成等に要する経費 

学生宿泊費 本事業に係る実習・講習会に参加する学生の宿泊について

日数等に応じて計算される経費 

学生旅費 学生が本事業に係る実習・講習会に参加するための旅費 

委託費 本事業の実施に必要となる業務（外注することが必要かつ

合理的・効果的な業務に限る。）のうち、他の事業者に外

注するために要する費用 

プログラム実

施費 
本事業に係る実習・講習会を実施する上で必要となる資材

費、バス等借料等の経費 
事業実施を

推進するた

めの検討

会、事務等

に要する経

費  

委員謝金 本事業に係る検討会において委員を務めた者に対する

謝礼に要する費用  
（注）単価の算定に当たっては、実施主体の内部規定によ

るものとする。委員旅費において同じ。 
委員旅費 委員が本事業に係る検討会等への出席、打合せ等を行

うための旅費 
人件費 職員等が本事業の検討会等への出席、打合せ等を行うため

に支払う実働に応じた対価 
賃金 
 

本事業に係る資料収集・整理、各種集計等の事務を補佐す

るために臨時的に雇用した者に対して支払う実働に応じた

対価（日給又は時間給） 
旅費 本事業に係る会議、説明会等への出席、打合せ等を行うた

めの旅費（実施主体の職員についてのものに限る。） 
通信運搬費 本事業に係る郵便料、運送料、電話料、振込手数料及びデ

ータ通信料 
資料印刷費  本事業に係る各種チラシ等の会議、検討会等の資料及び報

告書の作成等に要する経費 
消耗品費その

他本事業に必

要な経費 

本事業に係る各種事務用品（コピー用紙、封筒、ファイル、

筆記用具等）の購入に要する経費、その他本事業を実施す

る上で直接必要となる経費 
 



                                        
（別表４） 

 

地域獣医療体制整備等支援事業の補助対象経費の内容について 

 

経費区分 内容 

小中高

生及び

獣医学

生向け

セミナ

ー、女性

獣医師

等就業

支援研

修、復職

及び転

職支援

研修・職

場環境

整備及

び他分

野から

の転職

支援研

修に要

する経

費 

指導獣医師謝金 本事業に係る研修会等において専門的知識の提供に協

力を得た獣医師に対する謝礼に要する経費 

（注）単価の算定に当たっては、実施主体の内部規定に

よるものとする。指導獣医師旅費、講師謝金及び講師旅

費において同じ。 

指導獣医師旅費 

 
指導獣医師が本事業に係る研修会等への出席、打合せ等

を行うための旅費 

講師謝金 本事業に係るセミナーにおいて講師を務めた者に対

する謝礼に要する費用 

講師旅費 講師が本事業に係るセミナー等への出席、打合せ等

を行うための旅費 

賃借料 PC等事務機器リース料、サーバー使用料等の経費 

施設借料 本事業に係る研修会等を開催する施設の借料 

通信運搬費 本事業に係る郵便料、運送料、電話料、振込手数料及び

データ通信料 

資料印刷費 本事業に係る研修会等の資料及び報告書の作成等に要

する経費 

e-ラーニング教材作

成費 

本事業に係る動画教材等の作成等に要する経費 

プログラム実施費 本事業に係る研修会等を実施する上で必要となる資材

費、バス等借料等の経費 

事業実

施を推

進する

ための

検討会、

事務等

に要す

る経費

（第４

の１

（３）ア

の事業

委員謝金 本事業に係る検討会において委員を務めた者に対す

る謝礼に要する費用 

（注）単価の算定に当たっては、実施主体の内部規定に

よるものとする。委員旅費において同じ。 

委員旅費 委員が本事業に係る検討会等への出席、打合せ等を

行うための旅費 

人件費 職員等が本事業に係る検討会等への出席、打合せ等を行

うために支払う実働に応じた対価 

賃金 

 
本事業に係る資料収集・整理、各種集計等の事務を補佐

するために臨時的に雇用した者に対して支払う実働に

応じた対価（日給又は時間給） 

旅費 本事業に係る会議、説明会等への出席、打合せ等を行う



                                        

を実施

する場

合） 

ための旅費（実施主体の職員についてのものに限る。） 

通信運搬費 本事業に係る郵便料、運送料、電話料、振込手数料及び

データ通信料 

資料印刷費 本事業に係る会議・検討会等の資料及び報告書の作成等

に要する経費 

消耗品費その他本事

業に必要な経費 

本事業に係る各種事務用品（コピー用紙、封筒、ファイ

ル、筆記用具等）の購入に要する経費、その他本事業を

実施する上で直接必要となる経費 

産業動

物遠隔

診療普

及推進、

小動物

獣医療

関連情

報収集

及び地

域獣医

療提供

体制整

備研修

に要す

る経費 

指導獣医師謝金 本事業に係る研修会等において専門的知識の提供に協

力を得た獣医師に対する謝礼に要する経費 

（注）単価の算定に当たっては、実施主体の内部規定に

よるものとする。指導獣医師旅費、調査員謝金、調査員

旅費、講師謝金及び講師旅費において同じ。 

指導獣医師旅費 

 
指導獣医師が本事業に係る研修会等への出席、打合せ等

を行うための旅費 

講師謝金 本事業に係る研修会において講師を務めた者に対す

る謝礼に要する費用 

講師旅費 講師が本事業に係る研修等への出席、打合せ等を行

うための旅費 

賃借料 PC等事務機器リース料、サーバー使用料等の経費 

施設借料 本事業に係る研修会等を開催する施設の借料 

通信運搬費 本事業に係る郵便料、運送料、電話料、振込手数料及び

データ通信料 

資料印刷費 本事業に係る研修会等の資料及び報告書の作成等に要

する経費 

e-ラーニング教材作

成費 

本事業に係る動画教材等を作成するための経費 

遠隔診療を行うため

の機器購入費 

情報通信機器を用いた診療を行うための機器購入 

プログラム実施費 産業動物遠隔診療普及推進を実施する上で必要となる

遠隔診療を実施するためのシステム使用料等に要する

経費 

小動物獣医療関連情報収集及び地域獣医療提供体制整

備支援研修に係る研修会等を実施する上で必要となる

資材費、バス等借料等の経費 

事業実

施を推

進する

ための

委員謝金 本事業に係る検討会において委員を務めた者に対す

る謝礼に要する費用 

（注）単価の算定に当たっては、実施主体の内部規定に

よるものとする。委員旅費において同じ。 



                                        

検討会、

事務等

に要す

る経費

（第４

の１

（３）イ

の事業

を実施

する場

合） 

委員旅費 委員が本事業に係る検討会等への出席、打合せ等を

行うための旅費 

人件費 職員等が本事業に係る検討会等への出席、打合せ等を行

うために支払う実働に応じた対価 

賃金 

 
本事業に係る資料収集・整理、各種集計等の事務を補佐

するために臨時的に雇用した者に対して支払う実働に

応じた対価（日給又は時間給） 

旅費 本事業に係る会議、説明会等への出席、打合せ等を行う

ための旅費（実施主体の職員についてのものに限る。） 

通信運搬費 本事業に係る郵便料、運送料、電話料、振込手数料及び

データ通信料 

資料印刷費 本事業に係る会議、検討会等の資料及び報告書の作成等

に要する経費 

消耗品費その他本事

業に必要な経費 

本事業に係る各種事務用品（コピー用紙、封筒、ファイ

ル、筆記用具等）の購入に要する経費、その他本事業を

実施する上で直接必要となる経費 

獣医師

需給等

調査支

援に要

する経

費 

委員謝金 本事業に係る検討会において委員を務めた者に対す

る謝礼に要する費用 

（注）単価の算定に当たっては、実施主体の内部規定に

よるものとする。委員旅費において同じ。 

委員旅費 委員が本事業に係る検討会等への出席、打合せ等を

行うための旅費 

人件費 職員等が本事業に係る検討会等への出席、打合せ等を行

うために支払う実働に応じた対価 

賃金 

 
本事業に係る資料収集・整理、各種集計等の事務を補佐

するために臨時的に雇用した者に対して支払う実働に

応じた対価（日給又は時間給） 

旅費 本事業に係る会議、説明会等への出席、打合せ等を行う

ための旅費（実施主体の職員についてのものに限る。） 

賃借料 PC 等事務機器リース料、サーバー使用料等の経費 

通信運搬費 本事業に係る郵便料、運送料、電話料、振込手数料及び

データ通信料 

資料印刷費 本事業に係る各種チラシ等の会議、検討会等の資料、報

告書及び調査のための資料の作成等に要する経費 

消耗品費その他本事

業に必要な経費 

本事業に係る各種事務用品（コピー用紙、封筒、ファイ

ル、筆記用具等）の購入に要する経費、その他本事業を

実施する上で直接必要となる経費 

 



                                        
（別表５） 

 

産業動物遠隔診療緊急推進事業の補助対象経費の内容について 

 

経費区分 内容 

産業動

物に対

する遠

隔診療

を活用

した高

度な獣

医療提

供体制

の整備

を図る

ために

要する

経費 

指導員謝金 本事業に係る研修会等において指導員を務めた者に対

する謝礼に要する経費 

指導員旅費 指導員が本事業に係る研修会等へ出席、打合せ等を行う

ための旅費 

賃借料 PC 等事務機器リース料、サーバー使用料等の経費 

施設借料 本事業に係る研修会等を開催する施設の借料 

通信運搬費 本事業に係る郵便料、運送料、電話料、振込手数料及び

データ通信料 

資料印刷費 本事業に係る会議、検討会等の資料及び報告書の作成等

に要する経費 

遠隔診療を行うため

の高度診療機器購入

費 

ポータブルエコー等を用いた診療を行うための機器購

入費 

プログラム実施費 情報通信機器を用いた診療を行うための機器購入、遠隔

診療を実施するためのシステム使用料等に要する経費 

事業実

施を推

進する

ための

検討会、

事務等

に要す

る経費  

委員謝金 本事業に係る検討会において委員を務めた者に対す

る謝礼に要する費用  
（注）単価の算定に当たっては、実施主体の内部規定に

よるものとする。委員旅費において同じ。 

委員旅費 委員が本事業に係る検討会等への出席、打合せ等を

行うための旅費 

人件費 職員等が本事業に係る検討会等への出席、打合せ等を行

うために支払う実働に応じた対価 

賃金 
 

本事業に係る資料収集・整理、各種集計等の事務を補佐

するために臨時的に雇用した者に対して支払う実働に

応じた対価（日給又は時間給） 

旅費 本事業に係る会議、説明会等への出席、打合せ等を行う

ための旅費（実施主体の職員についてのものに限る。） 

通信運搬費 本事業に係る郵便料、運送料、電話料、振込手数料及び

データ通信料 

資料印刷費 本事業に係る会議、検討会等の資料及び報告書の作成等

に要する経費 

消耗品費その他本事

業に必要な経費 

本事業に係る各種事務用品（コピー用紙、封筒、ファイ

ル、筆記用具等）の購入に要する経費、その他本事業を

実施する上で直接必要となる経費 

 



                                        
（別紙）  

 

１ 地域獣医療体制整備等支援事業のうち地域獣医療体制整備支援のうち産業

動物遠隔診療普及（以下「遠隔診療普及」という。）の実施に当たって事業実

施主体が留意すべき事項  

（１）事業実施主体は、事業に係る推進委員会を設置することとする。推進委

員会は、遠隔診療普及の実施地域及び実施計画の内容が、情報通信機器の

活用等により地域の特性を踏まえた産業動物獣医療提供体制を整備する上

で適切であることについて確認することとする。事業実施主体は、適切で

あると判断した実施計画に基づき、遠隔診療普及を実施する。  

（２）事業実施主体は、実施計画の実施責任者に対して、実施計画を実施する

ために必要な経費の範囲内で経費を支弁する。ただし、遠隔診療普及の実

施に必要となる情報通信機器については、事業実施主体が自ら購入するこ

ととし、当該情報通信機器の管理は実施計画の実施責任者に行わせるもの

とする。  
 

２ 地域獣医療体制整備支援事業のうち地域獣医療体制整備支援のうち地域獣

医療提供体制整備研修（以下「地域整備研修」という。）の実施に当たって事

業実施主体が留意すべき事項  

（１）事業実施主体は、事業に係る推進委員会を設置することとする。推進委

員会は、地域整備研修の実施地域及び実施計画の内容が、地域の特性を踏

まえた産業動物獣医療提供体制を整備する上で適切であることについて、

都道府県計画（獣医療法（平成４年法律第 46 号）第 11 条第１項に規定す

る都道府県計画をいう。）を参考に確認することとする。事業実施主体は、

適切であると判断した実施計画に基づき、地域整備研修を実施する。  

（２）３か月以上 12 か月未満の長期間における研修（１月当たりの研修日数は

15 日以上とする）を実施する場合は、獣医師法（昭和 24 年法律第 186 号）

第 16 条の２第１項に基づき農林水産大臣の指定する診療施設において、当

該診療施設で１年以上雇用されていない者であって、長期研修の全ての期

間について研修に参加できる者を対象に研修を実施することとし、事業実

施主体は、当該研修を実施する診療施設に対して、研修参加人数にかかわ

らず、研修日数１日当たり１万円を上限として研修経費を負担するものと

する。  
 
３ 産業動物遠隔診療緊急推進事業（以下「遠隔診療緊急推進」という。）の実

施に当たって事業実施主体が留意すべき事項  
（１）事業実施主体は、事業に係る推進委員会を設置することとする。推進委



                                        

員会は、遠隔診療緊急推進の実施地域及び実施計画の内容が、産業動物に

対し、効率的な診療を行うことが困難な地域において、遠隔診療を活用し

た高度な獣医療提供体制の整備をする上で適切であることについて確認す

ることとする。事業実施主体は、適切であると判断した実施計画に基づき、

遠隔診療緊急推進を実施する。  
（２）事業実施主体は、実施計画の実施責任者に対して上記実施計画を実施す  

るために必要な経費の範囲内で経費を支弁する。ただし、遠隔診療緊急推

進の実施に必要となる高度診療機器については、事業実施主体が自ら購入

することとし、当該高度診療機器の管理は実施計画の実施責任者に行わせ

るものとする。  



                                        

別記様式第１号（第３の１の関係）  
 
 

動植物防疫対策事業実施計画書  
（畜産安全対策事業）  

 
 

  年  月  日   
 
                                    （所 在 地）  
                  （事業実施主体名）  

（代表者氏名）  
 
 
第１   年度事業計画書 

 

 

 事 業 実 施

主体名 

 

 

 

 事 業 種

類 

 

 

 

 事 業 細

目 

 

 

 

 事 業

費 

 

 

 

   負 担 区 分 

 

 

事 業 の 委

託 

 

 

 

 備

考 

 

 

 国 庫 補

助金 

事業実施

主体 

 その

他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 千円 

 

 

 

        

 千円 

 

 

 

         

千円 

 

 

 

     

千円 

 

 

(1) 委 託

先 

(2) 委 託

す る 事

業 内 容

及 び そ

れ に 要

す る 経

費 

 

 

 

 

 

 

 

    合    計 

 

       

 

 

 

 



                                        

 

第２ 個別事業関係添付資料 

     

獣医療提供体制整備推進総合対策事業関係 

 

 １ 事業の目的 

 

 ２ 事業の内容 

   獣医療提供体制整備推進総合対策事業 

 

    [事業名 ]        

事業の内容 事業の実施計画 

 

 

 

 

 
（注）１ 事業名については、獣医師養成確保修学資金給付事業、臨床実習等支

援事業、地域獣医療体制整備等支援事業又は産業動物遠隔診療緊急推

進事業のうちから該当する事業を記載すること。  
２ 事業の内容欄には、事業の概要及び事業の実施に当たっての基本的

な考え方、実施の方法等について簡潔に記載すること。  
３ 変更の場合には、「事業の目的」を「変更の理由」と書き換え、変

更前の事業の内容及び経費の配分と変更後の事業の内容及び経費の

配分とを容易に比較対照できるように変更部分を二段書きとし、変更

前を括弧書きで上段に記載すること。  
ただし、事業内容のうち当該変更の対象外となるものについては省

略する。  



                                        

別記様式第２号（第３の２の関係） 

 

 

動植物防疫対策事業の交付決定前着手届（   年度） 

 

 

                              番   号 

                                                      年 月 日 

 

 

 農林水産省消費・安全局長 殿 

 

                                        所 在 地 

                    事業実施主体名 

                                    代表者  氏 名     

 

 動植物防疫対策事業実施要領（平成 28 年３月 29 日付け 27 消安第 6184 号農林

水産事務次官依命通知）第４の２の規定により、別紙の事業実施計画に基づく下

記事項について、別記条件を了承の上、補助金交付決定前に着手することとした

ので、お届けする。 

 
 

記  
 
第１ 事業内容  
第２ 事業費及び国費  
第３ 着手予定年月日  
第４ 事業完了予定年月日  
第５ 交付決定前着手を必要とする理由  

 
別記条件                   
 

１ 交付金交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施

した施策に損失を生じた場合には、これらの損失は、事業実施主体が負担す

るものとする。 

２ 交付金交付決定を受けた交付金額が交付申請額又は交付申請予定額に達

しない場合においても、異議がないこと。 

３ 当該施策については、着手から交付金交付決定を受ける期間内において

は、計画変更は行わないこと。  

 

（注）別記様式第１号（第３の１の関係）を別紙として添付すること。  


